
⑫タウントピックス

　
那
須
町
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
と
、

栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
を

対
象
に
、
人
間
ド
ッ
ク
の
検
診
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。病
気
の
早

期
発
見
や
早
期
治
療
、
ま
た
自
分
の
健

康
状
態
を
知
る
た
め
に
も
、
年
に
一
度

は
健
康
診
断
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

人
間
ド
ッ
ク
を
希
望
す
る
方
は
、
住

民
生
活
課
ま
た
は
各
支
所
で
申
し
込
み

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対　
象　
次
の
①
②
の
方
で
、
平
成

　

31
年
度
に
町
が
実
施
す
る
集
団
健
診

　

等
を
受
診
し
な
い
方
。す
で
に
、集
団

　

健
診
等
を
予
約
し
て
い
る
方
は
ご
相

　

談
く
だ
さ
い
。  

①
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

※

30
歳
以
上
の
方
で
、
国
民
健
康
保
険

税
の
未
納
が
な
い
世
帯
の
方

②
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

※

町
に
住
所
の
あ
る
方
で
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
未
納
が
な
い
方

▼
申
込
期
間　

　
４
月
１
日
〜
２
０
２
０
年
２
月
28
日

※

３
月
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
本
人
負
担
額

○
日
帰
り
ド
ッ
ク　
約
１
８
，
０
０
０

　

円
〜
２
４
，０
０
０
円

○
一 

泊
ド
ッ
ク　
約
３
５
，
０
０
０
円

　

〜
３
８
，０
０
０
円

※

町
か
ら
消
費
税
を
除
く
人
間
ド
ッ
ク

の
検
診
費
用
の
半
額
（
１
円
未
満
切
捨

て
）
を
助
成
し
ま
す
。 

オ
プ
シ
ョ
ン
検

査
も
町
で
半
額
を
助
成
し
ま
す（
た
だ

※

那
須
赤
十
字
病
院
で
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

　

ド
ッ
ク
の
内
容
、
費
用
な
ど
は
医
療

機
関
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。詳
し
く
は
、

住
民
生
活
課
ま
た
は
各
医
療
機
関
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
住
民
生
活
課
医
療
保
険
係

　
☎
72
６
９
０
９

　
人
事
院
・
法
務
省
で
は
、
次
の
と
お

り
採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す
。詳
し
く

は
、法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

www.m
oj.go.jp/

）
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

▼
受
験
資
格

①
矯
正
心
理
専
門
職

　
２
０
１
９
年
４
月
１
日
に
お
い
て
21

　
歳
以
上
30
歳
未
満
の
者

※

21
歳
未
満
で
大
卒（
見
込
み
）の
者
も

受
験
可
。

②
法
務
教
官
ま
た
は
保
護
観
察
官

　
２
０
１
９
年
４
月
１
日
に
お
い
て
21

　
歳
以
上
30
歳
未
満
の
者

※

21
歳
未
満
で
大
卒（
見
込
み
）ま
た
は

短
大
卒（
見
込
み
）の
者
も
受
験
可
。

③
法
務
教
官（
社
会
人
）

　
２
０
１
９
年
４
月
１
日
に
お
い
て
30

　
歳
以
上
40
歳
未
満
の
者

▼
試
験
日

　
第
１
次
試
験
日（
筆
記
試
験
）

　
６
月
９
日
㈰

▼
申
込
期
間

 

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
原
則
、

 

イ
ン
タ
ー

　
ネ
ッ
ト
申
込
み
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
）

　
３
月
29
日
㈮
〜
４
月
10
日
㈬　
　

 

・
郵
送
ま
た
は
持
参
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　
ト
申
込
み
が
で
き
な
い
場
合
の
み
）

　
３
月
29
日
㈮
〜
４
月
１
日
㈪         

▼
問
合
せ　
東
京
矯
正
管
区
職
員
課　

　
☎
０
４
８―

６
０
０―

１
５
０
２

人間ドックで健康管理！

し
、５
，０
０
０
円
が
限
度
額
）。

※

婦
人
科
健
診
を
希
望
す
る
方
は
、
オ

プ
シ
ョ
ン
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い（
済

生
会
宇
都
宮
病
院
で
は
、
コ
ー
ス
に
含

ま
れ
て
い
ま
す
）。

▼
申
込
方
法  

住
民
生
活
課
ま
た
は
各

　

支
所
に
検
診
申
請
書
を
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。そ
の
際
、希
望
す
る
医
療
機

　
関
や
日
時
内
容
を
伺
い
ま
す
。

※

申
請
書
は
住
民
生
活
課
と
各
支
所
に

あ
り
ま
す
。ま
た
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
持
ち
物　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

　

証
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

　
者
証
、印
鑑

▼
受
診
方
法  　

①
検
診
申
請
書
を
提
出
後
、町
か
ら「
検

　

診
承
認
書
」を
郵
送
し
ま
す
。

②
送
付
さ
れ
た「
検
診
承
認
書
」と「
医

　

療
機
関
か
ら
の
書
類
等
」を
持
っ
て
、

　

予
約
し
た
医
療
機
関
で
受
診
し
て
く

　

だ
さ
い
。

③
受
診
当
日
、
町
か
ら
の
助
成
額
を
差

　

し
引
い
た
費
用
を
医
療
機
関
に
お
支

　

払
い
く
だ
さ
い
。

▼
健
康
指
導　
受
診
後
に
健
康
管
理
の

　

一
環
と
し
て
、
町
の
保
健
師
か
ら
連

　

絡
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

医療機関名 所在地 電 話 番 号 

那須中央病院 大田原市 ０２８７－２９－２５２５  

菅間記念病院 那須塩原市 ０２８７－６２－０７３３  

国際医療福祉大学病院 那須塩原市 ０２８７－３８－２７５１  

国際医療福祉大学塩谷病院 矢板市 ０２８７－４４－１３２２  

那須赤十字病院（※） 大田原市 ０２８７－２３－１１２２  

白河厚生総合病院 白河市 ０２４８－２２－２２１１  

済生会宇都宮病院 宇都宮市 ０２８－６４３－４４４１  

３０歳以上の国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ

医
療
機
関
一
覧

法
務
省
専
門
職
員
（
人
間
科

学
）
採
用
試
験
の
ご
案
内


